
第６０号議案 

財産の取得について 

 次の財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約および財産の取得ま

たは処分に関する条例第３条の規定により、市議会の議決を求める。 

令和６年６月５日提出 

                      芦屋市長 髙 島  崚 輔 

記 

１ 名    称 ノートパソコン 

２ 財産の種類 物品 

３ 契約の方法 条件付き一般競争入札 

４ 契 約 金 額 金６７，９１４，０００円 

５ 契約の相手方 大阪府大阪市中央区備後町二丁目６番８号サンライズビル 

         扶桑電通株式会社 関西支店 

         常務執行役員支店長 北 拓兒 
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第６０号議案説明資料 

入 札 結 果 報 告 書 

件     名 ノートパソコンの購入 

執     行 令和６年５月１５日（水）午前１０時１５分 
総務部総務室 

契約検査課執行 

落 札 業 者 扶桑電通株式会社 

落 札 金 額 ￥６７，９１４，０００．－ 

 入 札 業 者 名  入札金額（円） 備  考 

１ 扶桑電通株式会社 ６１，７４０，０００  

２ 株式会社大塚商会 ６２，５００，０００  

３ 株式会社堀通信 ７７，８５０，０００  

４ ＮＥＣネッツエスアイ株式会社  辞退 

５ 株式会社ニチワ  辞退 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

入札金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。 

予定価格      【非公表】 最低制限価格      なし 

（消費税及び地方消費税を除く） （消費税及び地方消費税を除く） 
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ノートパソコン購入の仕様概要について

１ 購入物品 

ノートパソコン 

２ 数量 

  ５００台 

３ 機器等仕様 

次の仕様と同等以上の性能等を備えること。（参考機種：dynabook G シリーズ） 

(1)  ＣＰＵ  インテル第 12世代 Core i5 以上プロセッサー 

(2)  メモリ 16GB 以上 

(3)  ディスプレイサイズ 12.5 型以上 14 型以下 

(4)  サウンド機能 ステレオスピーカー内蔵 

(5)  ネットワーク機能 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×1 以上 

(6)  ＳＳＤ ２５６GB以上 

(7)  Web カメラ 有効画素数 約 92 万画素以上 

(8)  インターフェース 

HDMI 出力端子×1、LAN×1、USB3.1（Gen1）Type-A コネクタ×2以上、マイク入力/ヘッドホン出力

端子×1、Thunderbolt 4（USB4 Type-C）コネクタ×2以上 

(9)  無線 LAN   

ア Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）（2.4Gbps）対応  

イ Bluetooth v5.1 以上 

(10) ＯＳ Windows 11 Pro 64 ビット 

(11) 重量 999g 以下 

(12) 無償修理保証期間 １年保証 

４ 納入期限 

令和６年 10 月 31 日 

５ 納入場所 

  芦屋市役所東館 3階  
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